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 通所介護事業者運営規程  
       （介護予防通所介護相当サービス） 

  

(事業の目的) 

第１条 株式会社 ＳＥＩ 喜羅里が開設するデイサービスセンター みらい

東千石が行なう通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの事業(以下

「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の職員等が要介護状態等にある高齢者(以下｢要介護

者等｣という)に対し、適正な指定通所介護及び介護予防通所介護相当サー

ビス（以下「指定通所介護等」という）を提供することを目的とする 

 

(運営の方針) 

第２条 事業所の生活相談員は、要介護者等及びその家族の生活介護にかかる相

談及び助言を行い、その有する能力に応じ在宅生活が継続できるように支

援していく 

２． 事業所の看護師(または、准看護師)は、事業所に通所される要介護者等

にある高齢者に対し、血圧、体温、脈拍等を測定するとともに、心身状況

の確認と看護相談等により生活支援を行なう 

３． 事業所の職員等は、要介護状態等となった高齢者に対し、その居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るよう支援していく 

４． 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健医療、福祉サービス、

との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努力するものとする 

 

(事業所の名称及び所在地) 

第３条 名称 デイサービスセンター みらい 東千石 

２． 所在地 〒965-0818 

  福島県会津若松市東千石 3-4-67 
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(従業者の職種、員数及び職務の内容) 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする 

１． 管理者 １名 

管理者は、事業者の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なう 

２． 生活相談員 １名以上  

生活相談員は、事業所に対する利用申し込みに係る調整、利用者に

対する生活相談等を行なっていく 

３． 介護職員 １名以上 

介護職員は、利用者に対し、入浴、食事の提供、機能訓練の補助、

レクリエーション、その他の日常生活上の世話を行なう 

４． 看護師          １名以上 

看護師は、利用者に対し、健康チェック(体温・血圧・脈拍)、健康相

談、服薬管理、処置手当等を行う。 

５． 機能訓練指導員  １名以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う。 

 

(営業日及び営業時間) 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする 

１． 営 業 日 月～金曜日 

２． 営 業 時 間 ０9：0０～１７：0０ 

３． サービス提供時間 ０９：３０～１6：３０ 

４． サービス提供時間以外の延長も行なう 16：30～19：00 

               （営業時間外の場合必要時のみ実施する） 

 

(利用定員) 

第６条 利用定員は、１2 名以内とする 
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(指定通所介護等の内容及び利用料その他の費用の額) 

第７条 通所介護の内容は、次のとおりとする 

① 健康チェック ⑤ 機能訓練 

② 入浴 ⑥ 送迎 

③ 食事 ⑦ その他 日常生活上必要な援助 

④ レクリエーション 

２． 通所介護等を提供した場合の利用料の額は、次の通りとする 

① 厚生労働大臣または市町村が定める基準によるものとし、法定代理 

受領サービスである時は利用者負担割合とする 

② その他  食事代(562 円)、日常生活用品費、他個別に必要と 

なるものは、別料金とする 

３． 営業時間外延長を行う場合は、厚生労働大臣または市町村が定める基準

によるものとし、法定代理受領サービスである時は利用者負担割合とす

る 

       

４． 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は、その家族に対して、

事前にサービス提供書及び、明細書の交付を行い、確認をしていただい

てからとする 

 

(通常の事業の実施地域) 

第８条 通常の事業の実施地域は、喜多方市、会津若松市、耶麻郡とする 

 

(通所介護計画等) 

第９条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望をふまえ｢居宅サー

ビス計画｣にそって｢通所介護計画｣または「介護予防通所相当サービス計

画」を作成する。 

２． 事業者は、通所介護計画等を変更する場合は、速やかに居宅介護支援事

業者へ連絡調整をするものとする。 

 

(サービス提供の記録) 

第１０条 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後 2

年間は保管するものとする。 

２． 事業者は、サービスを提供した際は、｢サービス提供記録｣等の書面に、

提供したサービス内容等の必要事項を記入し、利用者の確認を受けること

とする。 
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(サービス利用にあたっての留意事項)  

第１１条 利用者は、通所介護等の提供を受ける際に、他人に迷惑をかける行為は

行わないこと。また、施設内の物品等を破損した場合は、損害を賠償する

ものとする。サービスの利用にあたって、利用者または家族は、医師の診

断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を介護職員に連絡し、心

身の状況に応じたサービス提供を受けることができるように留意する。 

 

(緊急時における対処方法) 

第１２条 指定通所介護事業者の職員等は、利用者が通所介護施設内において、病

状の急変、その他、緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等

の措置を講じるとともに、管理者や家族に報告しなければならない。 

 

(賠償責任) 

第１３条 事業所は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由によ

り、利用者の生命･身体･財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対し損害

を賠償するものとする。 

 

 (非常災害対策) 

第１４条 消防法施行規則第３条の規定に基づき、消防法第８条に規定する防火管

理者を設置して、非常災害対策を行なっていく。 

２． 非常災害設備を有効に保持し、常時、火災予防につとめる。 

３． 火災や、地震等の災害が発生した場合は、利用者の安全を最優先とし、

非常経路よりすみやかに誘導する。 

４． 防火管理者は、従業員に対して、消防訓練、防火教育を実施していく。 

５． その他、災害防止については、必要に応じて対処していく。 

 

(秘密保持) 

第１５条 従業者は、業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保持する。 

２． 従業者であった者に、業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保

持させる為、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべ

き旨を従業者との雇用契約の内容とする。 

 

(相談･苦情対応) 

第１６条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、通所介

護に関する利用者の要望･苦情等に対し、迅速に対応することとする。 
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(その他運営についての留意事項) 

第１７条 事業者は、職員等の質的向上を図るための機会を設け、研修等を受けて

いくものとする。 

２． 事業所は、サービスを提供する上で、十分な清潔の保持に努めるととも

に、衛生管理を行っていくこととする。 

３． この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ＳＥ

Ｉ喜羅里と事業者の管理者との協議に基づいて行っていくものとする。 

 

 

附則１  この規定は、平成 20 年 01 月 01 日より施行する。 

附則２  この規定は、平成 20 年 04 月 01 日より施行する。 

附則３  この規定は、平成 21 年 11 月 01 日より施行する。 

附則４  この規定は、平成 22 年 07 月 01 日より施行する。 

附則５  この規定は、平成 24 年 04 月 01 日より施行する。 

附則６  この規定は、平成 25 年 12 月 01 日より施行する。 

附則 7  この規定は、平成 26 年 04 月 01 日より施行する。 

附則 8  この規定は、平成 27 年 08 月 01 日より施行する。 

附則 9  この規定は、平成 28 年 03 月 01 日より施行する。 

附則 10 この規定は、平成 30 年 0６月 01 日より施行する。 

 


